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爆発予防と防護の考
<ENl127… 1と その意義>

はじめに

可燃物としての可燃性ガス・蒸気等或いは粉塵等が

存在し、可燃性物質と空気との混合濃度が爆発限界

内の状態である爆発注雰囲気においては、これら可燃

性物質の確定的危険源に着火源としての電気火花等及

び空気或いは酸素が結合すると第 1図のベン図に示す

爆発の3要件が揃い、危険状態となる。これを放置す

れlよ 爆発が誘発さオヽ 危害が生じる。

1939年にドイツのヒルレブランドが出版した防爆電

気機器原譜
1)に

よると、 ドイツでは1930年代を中心

に、可燃性雰囲気における爆発の予防と防護につき、

多くの研究が行われていた。その研究成果がドイツ電

気規格VDE0171:ガス蒸気爆発に関する安全規格と

して纏められ、構造規格については日本の防爆指針及

び構造規格に多大な影響を与えた(2t文
献 1)では、爆

発要件を生成させない予防方策の内容が 9割を占め、

それでも危険が除去されない際に適用する防爆電気機

械器具の構造については1割程度しかのべられていな

い。日本に定着 している爆発防止の概念とは、その比

率が逆になっている。本稿で紹介するENl127-1:爆

発性雰囲気での爆発の予防と防護―基本概念と方法

計
3)は

このヒルレブラントの思想が基になっており、

爆発要件を成立させない予防を実施し、それでも危険

が除去できない場合に防護 (防爆電気機械器具などの
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安全装置の適用)するという順番になっている。

別の表現をすると、爆発性雰囲気で換気などにより

予防が実現できれば、防爆電気機械器具は不要とな

り、経済的にも大きな効果が期待できる。

本稿では、第2章でENl127-1を 概説し、第3章で

この体系的方法論の背景を理解し、第4章で日本での

適用の際の課題を考察し、第5章をまとめとしている。

本稿で用いる用語については、ISO/1EC Guide 5」
4k

及びIEC60079‐d・ に従うものとする。

1.ENl127-1で の予防と防護

ENl1271の特徴は、防護に関するIEC規格に対し、

機械類の安全分野で定着しているリスクアセスメント

原員1(IS014121つ 及び安全な設計に関する一般原
貝l lIS01210dり が大枠として適用されヘリスク低減
については、以下が優先順位順として定められている

事である。

第一原則 :予防 Orevention)

(爆発生成要件を成立させない方法)

第二原貝1:防護 (prOtection)

爆発ありきで安全装置による防護)

すなわち、危険性及び有害性を事前に調査し、その

結果に基づき優先順位順に方策を講じるものとしてい

る。

以下に、ENl127-1の爆発の予防と防護―基本概念

と方法論を概説する。

1-1 リスクアセスメント

機械安全の分野で定められているリスクアセスメン

トのプロセスを第 3図に示す。その手順は、機械の使

用目的の制限―危険源同定―リスク評価―リスク見

積―使用者への情報提供の順番が示され リスク見積

もりに基づきリスク低減を実施する。又、このリスク第 1図 爆発の3要素と予防及び防護の関係
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アセスメント及びリスク低減のプロセスは、受入可能

なリスクが達成されるまで繰返すものとする。

爆発性雰囲気におけるリスクアセスメント及びリス

ク低減の概要は以下の通りである。

① 危険の識別

物質が可燃性でありかつ着火しやすいかの判断

爆発 l■雰囲気生成の可能性及びその量の確定

着火源発生の有無の確定

爆発がもたらす影響の確定

リスク評価

リスク低減方法の考察

危険の識別

第3図 リスクアセスメントプロセス (IS014121)

(3)リ スク評価

リスク見積もりの結果が受入可能か否か判断し、否

の場合、必要なリスク低減方策を講じる。

1-2 リスク評価に基づくリスク低減

リスク低減の順番はIS012100における3段階方式

②

③

④

⑤

⑥

０

1半然夕澤者|

危1険 1区城1決1定

第 2図 リスクアセスメントとリスク低減

(2)リ スクの見積

爆発による影響 (危険事象)と して次の5つが

ある。

① 火炎

② 熱放射

③ 圧力波

④ 飛散破片

⑤ 物質の危険な放出

さらにその結果として、次の6つがある。

① 可燃性物質の化学的、物理的特性

② 爆発庄雰囲気の程度と封じ込め

③ 周囲状況

④ 容器及び支持構造の強度

⑤ 危険環境にある人が身につけている防護装

置

⑥ 危険環境にあるものの物理的特性

Definiton of intended use and

reasonably foreseeable misusc

の
一の
ぃ
一●
口
“

】
∽
饂̈

Hazard identillcation

Risk estimatiOn

Risk evaluation

Ist tolerable risk

achieved?

物質の安全に関する特性には、

① 燃焼特性 ② 着火要件 ③ 爆発反応

があり、危険源として13の着火源を以下の通 り

列挙している。

① 高温の表面

② 火炎と高温ガス

③ 機械によるスパーク

④ 電気機械器具

⑤ 迷走電流及びカソード防食

⑥ 静電気

⑦ 雷

③ 104か ら3× 102 Hzの 無線周波数 (RF)

電磁波

3× 1011か ら3× 1015 Hzの 電磁波

イオン放射

超音波

断熱圧縮と衝撃波

粉塵の自己着火を含む発熱反応

⑨

⑩

①

⑫

⑬
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と呼ばオヽ 以下の通りで、同時にこれが安全設計の優

先順位を示している。

第 1段階 :機械的な本質安全設計 (爆発性雰囲気

の場合は例えば可燃性ガスの希釈の適用

による予防)

第 2段階 :追加的保護方策 (爆発性雰囲気の場合

は防爆電気機械器具等の使用による防

護)

第 3段階 :使用者への情報提供

ENl127-1では、予防を第一原則、防護を第二原貝1

として、これを優先順位としている。すなわち、可燃

性ガス雰囲気等で、いきなり防護としての防爆電気機

械器具を適用する前に、換気 。通風等により爆発要件

を成立させない手法を考える事が第一義的に要求され

ている。

第一原則 :予防 (IS012100の 第 1段階)

爆発雰囲気の回避、リスク低減については、

3つのプロセスパラメータ

(物質の置換・量の低減、濃度の希釈、不活性

化)の変更と、

3つの設計・構造

(可燃性物質放出の最小化、換気による希釈、

粉塵堆積の回避)による方策がある。

爆発を誘発する港在的危険要因として第 1図 に

示す可燃隆ガス等カミ 漏洩又は放出に起因する空

気中の濃度が爆発限界内の値を保持したまま滞留

する存在条件を、例えばガスの希釈或いは集塵機

等により粉塵堆積を排除又は回避する本質的アプ

ローチである。

第二原則 :防護 CS012100の第 2段階)

予防措置を講じても、危険が残る場合、以下の方法

がある。

防護は着火源要因発生への対応 :防爆構造等によ

る安全装置の適用で、腔 性雰囲気に対して着火源に

なりえると予測されるエネルギを特定の構造要件によ

り抑制するという概念で構造依存方式である。

防爆電気機械器具という安全装置を適用する追加的

防護方策については、ENl127-1では具体的にその保

護構造までは言及していない。 因みに安全装置の保

護構造については、耐圧防爆構造、安全増防爆構造

等と呼ばれるType of protection“ d"、 “p"、 “0"、

“e"、 “i"、 “n"、 “l■ l"、 “q"等が存在する。防爆計装

システム並びに保護構造についての詳細は防爆指針及

び参考文献 8)～00に譲る。

爆発予防と防護の考え方と合理的方法論 (̈31

●ゾーンとカテゴリ

更に、着火源を回避する為に必要な対策の程度を決

定する為に、ゾーン((zOne)危 険区域)を 設定 し、

EN13237.れこより定められたカテゴリ (category)に

適合した装置を適用することにより、防護を達成す

る。カテゴリに応じ、機械安全分野では周知のフェー

ルセーフ性或いは冗長性力滞じ御機器に求められ、計測

制御システムの原則はIS013849-1・
2が

引用されてい

る。

爆発性雰囲気で、確定的危険源の発生状況に発生

確率 (リ スク)を加味し、その発生確率を定性的にリ

スク表示した危険区分及伐 安全設計へのカテゴリの

概念力ヽ ここでは導入されている。

ゾーン (危険区分 (zone))区 分は欧州防爆指令

ATEX.0付属書Bに よると、以下の通りである。

ゾーン0(o種場所):爆発性雰囲気が可燃性物資

と空気の混合が、ガス、蒸気或いはミストの状態で連

続的、又は長期間或いは周期的に存在する場所。

ゾーン1(1種場所):爆発性雰囲気が可燃性物資と

空気の混合が、ガス、蒸気或いはミストの状態が通常

の運転において時々起こりえる場所。

ゾーン2(2種場所):爆発性雰囲気が可燃性物資と

空気の混合カミ ガス、蒸気或いはミストの状態が通常

の運転において起こりにくい或いはもし起きても短時

間のみの所。

ゾーン20、 21、 22は粉塵爆発の為の区分けで、同

様に0-1-2場所によリゾーン区分がされている。

カテゴリ (category)区分は、リスク回避に関する

区分で、機械類の安全に適用されている考え方であ

り、同様に欧州防爆指令ATEXでは以下の基準によ

る。

カテゴリ3(3G/3D):連続又は頻繁に(装置、保護

システム及びコンポーネントの常時運転中)発生しうる

着火源は回避されねばならない(G=gas、 D=dust以

下同じ)。

カテゴリ2(2G/2D):カ テゴリ3で指定された着

火源の回避に加え、稀な状態 (例、装置、保護システ

ム及びコンポ
=ネ

ントの機能不全)で起こりうる着火

源も、回避されねばならない。

カテゴリ1(lG/1D):カ テゴリ2で指定された着火

源の回避に加え、非常に稀な状態 (例、装置、保護シ

ステム及びコンポーネントの非常に稀な機能不全から

生じる)でのみ起こりうる着火源も、回避されねばな

らない。ゾーンとカテゴリの関係を第 1表に示す。

該当する危険度区分に応じ、現在国際規格により定

計測技術 20105.55



第 1表 カテゴリとゾーンの関係

カテゴリー 爆発雰囲気の種類 ゾーン 適用可能なゾーン

ガス/空気の混合

蒸気/空気混合

ミスト/空気混合

1及 び 2

lD 粉塵/空気混合 21及 び 22

ガス/空気の混合

蒸気/空気混合

ミスト/空気混合

l

2D 1/」

k塵/空気混合

3G

ガス/空気の混合

蒸気/空気混合

ミスト/空気混合

2

3D 粉塵/空気混合

爆発予防と防護の考え方と合理的方法論…(4)

められている安全装置 (防爆電気機械器具)が適用さ

れる。

し)使用情報の伝達 (IS012100の第3段階)

これらの安全防護策を講じても、リスクはゼロにな

らない為に、リスク低減後の残留リスクを使用者情報

として、機械の全ライフサイクルに亘り機械設計者よ

り機械使用者へ適切に表示・情報伝達する必要があ

る。

2.体系的方法論

このように体系化された予防と防護の概念と方法論

を示すENl127 1の 意義を以下に考察する。

2-1 工学的な体系的方法論

従来国内で思われがちな、防爆電気機械器具ありき

ではなく、広範囲にわたる工学研究の成果として、先

ず可燃性物質の着火要件が成立しない条件作 りをする

予防を第一原則として定め、それでも危険が残る場合

に初めて第二原則として、防爆電気機械器具等を使用

する防護を適用するという思想は、合理的である。

2-2 1EC規格との関連

国際間での貿易障害を除去する為のWTO/TBT協
定により、規格の国際標準化とその認証制度の整合が

目的とされている。爆発予防と防護にかかわるEN並

びにIEC規格の一覧を第 2表に示す。これらは、

ENl127-1で述べられている基本概念と方法論を補完

し安全な設備を構築する上では必要不可欠なものであ

る。粉塵や機械的着火源が可燃性ガス・蒸気等と同等

に扱われている点に着目したい。

この表から明らかになる事は、大部分の規格が当初

EN規格として策定され、その後にIEC規格として成

立している事で、その時間差は大方10～20年程度あ

る事。更に、IEC規格として日本工業規格」ISに制定

56 計測技術 2010.5

されるまでも数年以上の時間差がある。又、IEC規格

の中で」ISに採用されていないものが多々ある。

EN―IEC規格が示す最新の科学及び技術の知見

(state Of the art)と 日本の現状には大きな開きが存

在している。これは、研究者並びに産業界にとり非常

に不利な状況となる。

2-3 欧州規格ENl127-1の 背景

工学的に体系化された欧州規格ENl127-1を 理解す

る為には、その位置付け及び背景を理解する必要があ

る。労働安全衛生の事項を規定する欧州協定137条に

基づく爆発性雰囲気における使用を意図した装置及び

保護システムに関する指令1999/92/EC(欧州1防爆指

令ATEX)、 並びに欧州域内の貿易障害を除去する為

の欧州1協定100a上に基づく欧州指令94/9/EC(欧州

防爆指令ATEX)の 2つの欧州指令が、欧州域内で

は加盟国の国内法として施行される安全規制である。

1980年代半ばに機械安全に関し、欧州委員会はニ

ューアプローチ決議及びグローバルアプローチ決議を

行い、基本的に本質的な安全要件を満たしたものに限

り、その製品の欧州域内の流通を許容するという事に

なった。

欧州域内での自由貿易を確保する為のCEマーキン

グ制度は製造者が自らの製品の安全性を宣言し、それ

を製品に表示するものである。又適合性評価について

も、将来的にone stop testingを 目標とし、その為の

規格並びに認証制度がISO/1ECガイド或いは規格と

して整備されている。

爆発性雰囲気での電気機械器具については、国際相

互承認制度IECExの スキームが現在準備されている。

しかしながら、日本では国の技術基準とIEC/」 IS規格

のダブルスタンダードが存在している為に、本スキー

ムを積極的に推進しようとする風潮は見受けられな

Vヽ。

これら一連の社会制度が、予防概念の適用を促し、

そこでまかない切れないところを防護するという思想

である。欧州の場合の防爆電気機械器具への表示例を

第 4図に示す。

2-4 経済性

予防 :第一原則の予防を適用し、十分な換気或い

は通風を施す事により、そこは爆発性雰囲気が生成さ

れないあるいは、生成されても爆発リスクが低いとな

ると、第二原貝1の防護による防爆電気機械器具の設置

は必ずしも必要と無くなる場合がある。防護が不要と

なる事で経済的にも多大な利点が生じる。

防護 :石油化学などのプラント設備では、可燃性ガ
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Equipment

Electrostatic hand held sprayiilg

eouiっ mellt

Eヽ 134635:2003

EN13463 3 1 2005

EN13463 8:2003

EN50303:2000

EN50050:2006

Electrical Apparatusお r use in

dust atmospheres

Gencral reo uirements

IEC61241 0 1 2004 粉鷹雰囲気での電気機械器具への一般要求 T・ 項 粉 塵

〔́unlinairc SpcciicaiOn f01

gcncral

rcquirements and tests

IEC60598 1:2007

1EC60598 1:1989(w)

Elcctrical cquipmellt for

mcasurcmcnt control

and laboratory tlse Safety

reouirements

EN61010 1:2001 大学含む研究室 研究所

等での安全要求事項

fヽechanical cable glallds

Requirements and test method

Cable glallds for clcctrical

instalations

BS6121:Part l :2005

BS6121:Part l:1987(w)

EN50262:1999

対1象 灘総■1:ぶ ―EA‐ 犯SI麦記 制1定 IIS:榔ば國際欝格 技術基準

General reqttirelllents IEC60079 0 1 2007

1EC60079 0:1998(w)
EN50014:1977(w)
VDEO171(w)

JIS C 60079 0爆 発性雰囲気で使用する電気機械器具

第 0部 :一般要件

IEC600790 AMENDMENT 1 2000

2004 IEC60079 0 1998

Flamoproof enc10sures'd IEC60079 1:2007

1EC60079 1:1971(w)
EN55018:1977(w)

JlS C 60079 1爆 発性雰‖気で使用する電気機械器具

第 1部 :ml圧防爆構造・d'

IEC60079 1 2003

○

Pressurised apparatus ・p IEC60079 2:2007

1EC60079 2:1983(w)
EN50016:1977(w)

〇

Powder l11ling“ q・ IEC60079 5:2007

1EC60079 5:1977(w)
EN50017:1977(w)

0

Oil ilninersion'o IEC60079 6:2007

1EC60079 6 1 1968(w)

EN50015:1977(w)

JIS C 60079 6爆 発性雰囲気で使用する電気機llt器具

第 6部 :油 入防爆構造
・

o"

2004 IEC60079‐ 61995

○

Incrcascd saity・ e IEC60079 7 1 2006

1EC60079 7:1990(w)

EN50019:1977(w)

JIS C 60079 7爆 発性雰囲気で使用する電気機 ll.器具

第 7部 :安全増防爆構造・
e"

IEC60079 7 2001

O

Typc of protcctiOn・ n lEC60079 15:2005

lEC60079 15:2001(w)
BS EN50021 1 1999(w)

BS6941:1988(w)

タイプn

○

爆発予防と防護の考え方と合理的方法論…(5)

(つづく)
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第 2表 EN IEC‐技術基準一覧 (つづき)

輛‖‖‖り1111- 珈 m酬|‖翌暖 ミ瑠だ護鐸萎霧■1- 戦1魁| 賠 対応機瞬務翻黙 我術基締

Encapsulation“ m・ IEC60079 18 1 2004

1EC60079 18 1 1992(w)

EN50028:1987(w)

タイプm
○

Electrical apparatus for

explosive gas atmospheres‐ Part

10:

ClassiicatiOn of hazardotis areas

EC60079-10 JIS C 60079‐ 10爆発性雰囲気で使用する電気機械器具

第 10部 :危険区域の分類

2008 IEC60079 10 2002

○

ElectHcal apparatus for

explos市 e gas

atmospheres‐ Intrinsically― safe

circuits

Electrical apparatus ior

cxplosive gas

IEC60079 11 JIS C 60079‐11爆発性雰囲気で使用する電気機械器具

第 11部 :本質安全防爆構造"r
2004 IEC60079 11 1999

○

atmospheres‐ Part 14:

Eloctrical

installatons in hazardous areas

IEC60079 14

VDE0165(w)
」IS C 60079‐14爆発性雰囲気で使用する電気機械器具

第 14部 :危険区域内の電気設備 (鉱 山以外 )

2008 IEC60079 14 2002

Intrinsicallv safe electrical [EC60079 25:2003

EM50039:1980(w)
JIS C 60079-25爆 発性雰囲気で使用する電気機械器具

第 25部 :本質安全システム

IEC60079 25 2003

爆発予防と防護の考え方と合理的方法論 (̈6)

規格 :欄 の説明 :年 号のみは最新版、(w)は 宙thdraw(廃 止)で IEC規格になる前の欧州規格などの初案の年号。

技術基準は、日本の国が定めたもので、○は該当、△は部分的に該当、 ×は被害等を示す。

その他関連EN規格 ;

Group Ⅱ cnjnes ftjr iallnnlable dust atmospheres lndustrial Trucks Meteriling pumps and dispellsers,Automatic nozzles for fuel dispensers

Metering pumps SaFe breaks,Shear valves,Swivels LPG equiipmentお r automotive ining statio■ s,Flame arrestors

Functional saFcty IEC61508 1:1998 Potentially explosive atmospheres Application of quahty systellns EN13980:2002

Environment Agency MCERTS scheme EA CEM Stalldard Version 3 1,July 2009,

原表の引用:Schedulc of Accred■ a■onヽsued by United Kingdom Accreditaion Service,www:ukas org Oateste accessed 01 102009)に 本表は筆者が加筆したもの。

スが敷地の至るところに発生する危険が多い。従来は

そこに設置される電気機械器具は基本的に、危険区域

の度合いにより防爆電気機械器具が設置されてきた。

国際的には1980年代にこれらプラントの大部分は第

2種場所であることから、通常の電気製品と構造的の

殆ど差異のないIEC60079-15で 定めるType“n"が策

定され、プラントで設置される防爆電気機械器具の主

流を占める電動機と照明器具を主体として実際の海外

プラントで適用されてきた。これは、経済的観点から

新たな規格が策定された例でもある。

同様に樹脂モールド方式のType“ m"は、同様の樹

脂モールド方式で稼動部のあるType“ d"の スイッチ

或いは整流器等で実用化され、それにより通常の電気

部品とほぼ同じ寸法で防爆構造が達成できる利点を有

している。り
。

3.日本の安全規制の課題

爆発性雰囲気における危険の除去或いはリスク低減

については、欧州の場合と異なり、リスクベースとな

っていない日本の安全規制は必ずしも体系化されてお

らず、数々の問題を内存している。

3-1 予防と防護

先ず第 2章で述べた爆発性雰囲気での予防と防護一

基本概念と方法論が体系化されていない。労働安全衛

生法第28条の 2は リスクアセスメントを求めている

力ヽ これには罰員J規定がなく、あくまでも推奨の位置
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付けである。労働安全衛生規lll第 261条 は、本来

ENl127-1が述べる予防の概念、又第280条は防護の

概念を定めてはいるカミ 果たしてここに示される優先

順位が実践されているかは大いに疑間が残る。

3-2 国の技術基準と性能規定化

とりわけ問題となるのは、国際規格が直ぐに反映で

きない国の技術基準であり、実質的にダブルスタンダ

ードが撤廃されていない。これは日本が批准している

WTO/TBT協定に合致しないもので、かつ第 2条 8

項が定める性能規定化に則っていない。又、state of

the artを 反映できない技術基準は、産業界に取り不

利益をもたらす源となる。

3-3 検定・認証制度

機械等検定規則により、防爆電気機械器具の検定

はあくまで、国が作った古い技術基準に基づくが、検

定を定める機械等検定規則は、あくまでも技術基準に

依存する。

日本の場合、国が作った技術基準の呼び名は、構造

規格、技術的基準とあり、そのほかに防爆指針は推奨

基準とされ、実際の検定はこの内容に基づいている。

例えば、2008年の告示第88号で新たに追加された

Type“n"や Type“ m"は、第 2表が示す通 り、欧州

規格はその20年前に成立し、欧州企業は当時から既

にこれらに適合する製品を市場に流通している。又、

新たに危険区域 (ゾーン)の概念が導入されたが、こ

れもリスクベース社会の欧米では数十年前から既知の



概念であった。かつこれらは第 2表が示す通り最新の

国際規格の水準とは整合しておらず、この説明を明確

に出来る人は皆無に等しいЭ結果、企業の国際競争力

へ影響を与える。

この告示でしめされた技術基準には、カテゴリの概

念が欠落している為に、グローバルなリスクベース社

会においては、安全の妥当性証明が必ずしも実施しき

れない可能性が残る、と同時に第 4図の表示が出来な

い。

EU協定100att       EU協 定137条

貿易障害の除去      労働安全衛生の確保
ATEXオ旨令 94/9/EC      ATEX指 令1999/92/EC

l 
―

― ―
((

CEマ ーキング :欧州機械指令21X16/42/EC

oI12GExdHbT4
十 一爆 発性知 気
I  ⅡIガス蒸気 粉塵、 11炭鉱
| カテゴリ Gl G2 G3

-=―一保護構造 d‐epqi m n等
■―ガズ:粉塵グルごプABёこ―温度等級Tl T6

第 4図 欧州防爆電気機械器具の表示例

3-4 専門家 (competent person)

防護を適用するには、適切な防爆電気機械器具を選

択し適用する事により、リスク低減が達成可能である

カミ 予防を実践するに当たっては、物質の安全に関す

る特性として、燃焼特性、着火要件、爆発反応等の専

門的な工学的知識が要求されてくる。かつ、予防概念

の適用は機械設備の使用者がシステムエンジニアリン

グの観点から、爆発陛雰囲気の生成要件の判定、ゾー

ン及びカテゴリの決定等を実施する事が必要とされ、

それには専門家 (competent person)が必要とされ

てくる。欧米の場合は、第三者認証機関に、分野別に

専門家が存在しており、機器検定、ゾーン及びカテゴ

リの適切な選別、判断そして総合的に当該設備のリス

ク低減が実現されたかの安全睦判断を実施している。

日本の場合、機械類の安全についてのこれら専門家

は、国際的に通用する認証機関とそれに伴う人材育成

がこれまで不十分の為、高度な工学的知識並びにシス

テムエンジエアリングの経験を求められる予防概念の

実践をしようとしても、この問題が残ってしまう。

3-5 縦割省庁

爆発性雰囲気の方策につき、工場の敷地内は労働安

爆発予防と防護の考え方と合理的方法論…(7)

全衛生法の所轄である厚生労働省、同じ工場内でも防

爆電気機械器具の配線については電気事業法・電気設

備の技術基準を所轄する経済産業省、日本では現在全

て撤廃されたが炭鉱防爆は鉱山保安法を所轄する経済

産業省、船舶については船舶安全法を所管する国土交

通省、設備の稼動については総務省 。消防庁による立

会い検査と、同じ予防と防護について4つの異なる省

庁が関連する。更に、基本的人権に基づく安全は内閣

府の所轄となる。

この省庁の役割分担から、例えば日本では接続箱は

IIECに基づく炭鉱防爆では検定対象となっているが、

工場防爆の分野では、法の解釈により防爆電気機械器

具に該当せずに、検定の対象外となっている。すなわ

ち、着火減としての端子台を含む接続箱は検定対象外

で、同様の機能を有する制御機器などの端子箱は、検

定対象となるという技術的矛盾を抱えている。

日本の法制度は、責任及び権利の概念が希薄である

と共に、日本は矛盾容認社会である為に、制定された

法律が必ずしも遵守されないという現状がある。
'。

爆発の危険を除夕ヽし、リスクを低減し、人権を守る

という安全の要求を満たし、健全な産業発展を支えて

行く為には、これら安全規制の時代にあった社会制度

の適合性、合理化並びに最適化が必要不可欠であろ

う。

おわりに

危険源から因果的決定論により演繹される危害は、

予防概念に貝1り 、その方法論としてのリスクアセスメ

ントを適用することにより予見可能であり、リスク低

減の実施により結果回避可能である。O。

日本で主流を占めてきた防爆電気機械器具の適用

は、リスクベースの概念では、リスク低減第二原則 :

防護に該当するもので、本来はその前にリスク低減第

一原則 :予防を適用し、爆発する条件を位相空間上

で成立させない事が望まれる。

この予防と防護に係わる体系的方法論を適用する事

により、合理的な技術的並びに経済的解決が図られ

る。更に、防護に関する防爆電気機械器具に係わる技

術の基準につき、欧州規格或いは国際規格の動向と日

本の現状には、大きな隔たりが存在し、工業先進国の

主導的立場にある日本として、国際協定を遵守し、労

働安全衛生に関するILO条約及び、貿易障害の除去

に関するWTO/TBT協定の主旨に基づき、安全に係

わる社会制度を見直す必要がある事を記述した。筆者

は爆発予防の専門家である鈴木健二の多大なご協力を

△

　

・
一
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爆発予防と防護の考え方と合理的方法論…(8)

賜り、ここに謝辞を述べると共に、爆発の予防と防護

に係わる重要な規格であるENl127-1の 日本語訳を完

成し、この概念を国内で普及させるべく出版した(3t

今後本稿で述べた合理的な予防概念が日本国内で普及

する事を切望する。

<参考文献>
(1)DM― ヒルレブランド:“ 防爆電気機器原論・付録 :独逸防爆電気

機器規定VDE 0170/0171第 二草案",コ ロナ社 (1944)

② 田中隆二 :“ 防爆電気設備の基礎知識",オーム社 (2007)

●)ENl127 1:爆発性雰囲気―爆発の予防と防護,第 1部 :基本概

念と方法論, 日本規格協会 の009)

(4)ISO/1EC Guide 51 :1999 Safety aspects‐ Guidelines for

their inclusion in standards (1999)

(5) IEC60079‐ 0 : 2004, Electrical apparatus for exp10sive gas

atmospheres‐ Ceneral requirements(2004)

(6) IS014121 : 1999,Safety of lnachinery― Principles of risk

assessment(1999)

(7) IS012100-1,-2 : 2003,Safcty of rnachinery‐ Basic cOncepts of

general principles fOr design 〈2003)

(81 鈴木健二 :“防爆電気・計装ガイド",オーム社 (1991)

(9)鈴木健二 :“ 防爆一国際化対応に備えて"① 日本電設工業協会

(1993)

00 加部隆史 :“防爆計装",計測技術,989, 日本工業出版 (1998)

llll EN13237:2003,Potentially exp10sive atmOspheres Terms

and deinitlons IOr equipment and protective systems intended

for use in potenially explosive atmospheres 190113)

0' IS0 13849-1, Safety of machinery ‐ Safety― related parts Of

control systems Partl:General principles Of design 00116)

00 Directive 94/9/EC(ATEX):Equipment and protective sys

tems intended for use in pOtentially exp10sive atmospheres

(1994)

14 加部隆史 :“電気防爆の国際化とコストスタディのポインド,計
装,工業技術社,VOL30,No9(1987)

⑮ 加部隆史 。梅崎重夫・杉本 旭 :“機械の確定的危険源に関する

安全規制についての基礎的考察 (労働安全衛生規則が定める危険

源)", 日本機械学会論文集,75巻,755号 ,C編 ,pp 1902‐ 1910

(2009)

00 加部隆史・田中紘一・染谷美枝・杉本 旭 :“予防策としての安

全設計の有効性―事故データベースの解析―", 日本機械学会論文

集,73巻,734号,C編,pp 2796-2804(2007)

【筆者紹介】
加部隆史

NPO安全工学研究所 代表理事

〒167-0054 東京都杉並区松庵 3-39-8

TEL:03-3247 2262  FAX:033247‐ 2294

E―ルIail :kabe@sattylabo com

60 計測技術 2010.5.


